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「
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
使
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
改
正
（
案
）

新

（
今
回
の
見
直
し
後
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
）

旧

（
現
行
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

（
移
転
費
用
負
担
等
）

第
七
条

設
備
保
有
者
の
事
情
又
は
正
当
な
利
益
を
有
す
る
第
三
者
の
要
請
に

よ
り
現
に
提
供
し
て
い
る
設
備
を
撤
去
し
、
又
は
移
転
す
る
必
要
が
生
じ
た
場

合
の
事
前
予
告
及
び
移
転
費
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
設
備
の
提
供
に
係
る

契
約
に
お
い
て
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
の
伝

送
路
設
備
の
撤
去
又
は
移
転
に
係
る
事
前
予
告
及
び
移
転
費
用
の
取
扱
い
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

設
備
保
有
者
は
、
当
該
設
備
保
有
者
の
事
情
又
は
正
当
な
利
益
を
有
す
る
第

三
者
の
要
請
に
よ
り
、
現
に
提
供
し
て
い
る
設
備
又
は
当
該
設
備
に
設
置
さ
れ

た
事
業
者
の
伝
送
路
設
備
を
撤
去
し
、
又
は
移
転
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合

は
、
事
業
者
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
に
対
し
て
自
己
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
設

備
の
提
供
の
中
止
を
求
め
る
場
合
は
、
事
業
者
の
負
担
に
よ
り
設
備
を
原
状
復

帰
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
の
使
用
に
当
た
っ
て
の
遵
守
事
項
）

第
十
条

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
は
、
認
定
電
気
通

信
事
業
の
用
に
供
す
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
伝
送
路
設
備
を
設
置

（
移
転
費
用
負
担
等
）

第
七
条

設
備
保
有
者
の
事
情
又
は
正
当
な
利
益
を
有
す
る
第
三
者
の
要
請
に

よ
り
現
に
提
供
し
て
い
る
設
備
を
撤
去
し
、
又
は
移
転
す
る
必
要
が
生
じ
た
場

合
の
事
前
予
告
及
び
移
転
費
用
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
設
備
の
提
供
に
係
る

契
約
に
お
い
て
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
の
伝

送
路
設
備
の
撤
去
又
は
移
転
に
係
る
事
前
予
告
及
び
移
転
費
用
の
取
扱
い
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
新
設
）

２

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
に
対
し
て
自
己
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
設

備
の
提
供
の
中
止
を
求
め
る
場
合
は
、
事
業
者
の
負
担
に
よ
り
設
備
を
原
状
復

帰
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
の
使
用
に
当
た
っ
て
の
遵
守
事
項
）

第
十
条

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
は
、
認
定
電
気
通

信
事
業
の
用
に
供
す
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
伝
送
路
設
備
を
設
置
し
、
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し
、
又
は
設
備
を
使
用
す
る
に
当
た
り
、
設
備
関
係
法
令
等
、
設
備
保
有
者
が

適
正
に
定
め
る
技
術
基
準
及
び
契
約
等
に
お
い
て
明
示
す
る
適
正
に
定
め
ら

れ
た
手
続
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

事
業
者
は
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
伝
送
路
設
備
を
設
置
し
、

又
は
設
備
を
使
用
す
る
に
当
た
り
、
設
備
の
定
着
す
る
土
地
の
所
有
者
そ
の
他

伝
送
路
設
備
が
そ
の
上
空
を
通
過
す
る
土
地
の
所
有
者
（
所
有
権
以
外
の
権
原

に
基
づ
き
そ
の
土
地
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
所
有
者
）

と
の
間
で
、
公
物
管
理
関
係
法
令
等
に
関
す
る
諸
手
続
を
は
じ
め
、
必
要
な
調

整
を
適
切
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
設
備
保
有
者
は
設
備
を
使
用
さ
せ

る
に
当
た
っ
て
は
、
公
物
管
理
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
必
要
な
諸
手
続
等
を
適

切
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
伝
送
路
設
備
を
設
置

し
、
又
は
設
備
を
使
用
す
る
に
当
た
り
、
事
業
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ

り
第
三
者
と
の
間
に
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場

合
に
お
い
て
は
、
事
業
者
の
責
任
と
負
担
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

又
は
設
備
を
使
用
す
る
に
当
た
り
、
設
備
関
係
法
令
等
及
び
設
備
保
有
者
が
適

正
に
定
め
る
技
術
基
準
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

事
業
者
は
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
伝
送
路
設
備
を
設
置
し
、

又
は
設
備
を
使
用
す
る
に
当
た
り
、
設
備
の
定
着
す
る
土
地
の
所
有
者
そ
の
他

伝
送
路
設
備
が
そ
の
上
空
を
通
過
す
る
土
地
の
所
有
者
（
所
有
権
以
外
の
権
原

に
基
づ
き
そ
の
土
地
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
所
有
者
）

と
の
間
で
、
公
物
管
理
関
係
法
令
等
に
関
す
る
諸
手
続
を
は
じ
め
、
必
要
な
調

整
を
適
切
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
設
備
保
有
者
は
設
備
を
使
用
さ
せ

る
に
当
た
っ
て
は
、
公
物
管
理
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
必
要
な
諸
手
続
等
を
適

切
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

事
業
者
は
、
設
備
保
有
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
設
備
に
伝
送
路
設
備
を
設
置

し
、
又
は
設
備
を
使
用
す
る
に
当
た
り
、
事
業
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ

り
第
三
者
と
の
間
に
争
い
が
生
じ
た
場
合
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場

合
に
お
い
て
は
、
事
業
者
の
責
任
と
負
担
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 




